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流域下⽔道は、複数の市町村からの下⽔を受け⼊れるための幹線、ポンプ場、そして下⽔
を処理するための処理場からなります。⽣活環境の向上、浸⽔被害の軽減等に寄与し、
府⺠の暮らしや企業活動を⽀える基盤となっています。

流域下⽔道事業の概要

処理場数 14箇所

約230㎥/日

約568km

約938㎥/秒

約89％

全国の流域下⽔道の中でも最大規模の施設・能⼒等を保有しています

汚⽔処理能⼒

管渠延⻑

⾬⽔排除能⼒

⼈⼝カバー率
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ポンプ場数 32箇所

万

（令和３年 ３月31日時点）



営業収益 21,837 21,899 +0.28% +62

営業費用 61,076 61,575 ＋0.82% ＋499

営業損失 39,239 39,676 ＋1.11% ＋437

営業外収益 39,574 39,282 ▲0.74% ▲292

営業外費用 1,728 1,475 ▲14.64% ▲253

経常損失 1,393 1,869 ＋34.17% ＋476

当期純損失 1,393 1,869 ＋34.17% ＋476

損益計算書（１年間の経営成績）

令和２年度決算の概要

R1 R2 増減率 増減額
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市町村負担⾦・受託⾦

維持管理費、減価償却費等

⼀般会計繰⼊⾦、
⻑期前受⾦戻⼊等

⽀払利息、起債発⾏⼿数料等

(百万円)



貸借対照表（企業のストックの状況）

令和２年度決算の概要 3

有形固定資産
土地、建物、構築物等

無形固定資産
地上権、施設利⽤権

投資その他の資産
減債基⾦等

現⾦預⾦、未収⾦等

固定資産

固定負債

流動負債

繰延収益

資本⾦等
流動資産

企業債、リース債務、
退職給付引当⾦等

1年以内に⽀払う企業債、
未払⾦等

⻑期前受⾦

約1兆456億14百万円

約186億0百万円

約1,585億23百万円

約300億92百万円

約6,103億29百万円

約2,652億69百万円

資本⾦、資本剰余⾦、
欠損⾦等



主な指標の動向

有形固定資産
減価償却率 59.8％

類似団体平均値 32.0％
全国平均値 31.5％
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詳しくはP10から

令和２年度決算における主な数値・指標の動向は以下のとおりです。

経常収支⽐率
類似団体平均値 101.6%
全国平均値 101.7%97.0％ 詳しくはP5から

有形固定資産減価償却率は、100％に近いほど
耐⽤年数満了に近づいていることを意味します。

類似団体や全国平均に⽐べると、⼤阪府は⽼朽化
施設が多いことが分かります。

経常収⽀⽐率は、単年度収⽀が⿊字であることを
示す100％以上となっていることが必要です。

一方、大阪府は100％を下回っています。主な要因
は収⼊不⾜によるものです。

■費用に対してどの程度収益を賄えているかを表します

■施設や設備等の⽼朽化状況を表します



営業収益 21,837 21,899

営業費用 61,076 61,575

営業損失 39,239 39,676

営業外収益 39,574 39,282

営業外費用 1,728 1,475

経常損失 1,393 1,869

特別損失 ― ―

当期純損失 1,393 1,869

令和元年度決算及び令和２年度決算の損益計算書は以下のとおりです。経営成績を
経常収⽀⽐率からみると、100％を下回っており、主な要因は収入不⾜によるものです。

経営成績の状況

R1 R2

1

2

5

3

4

1 3

2 4

+

+
経常収⽀⽐率＝

97.0％97.8％
R1 R2

■前期比でみると経常収⽀⽐率が若⼲悪化傾向
→主に会計処理によるもの 補足１参照

■２期とも経常収⽀⽐率は100％を下回る
→収⼊不⾜によるもの 補足２参照

(百万円)



前期と比較して経常損失が減少している要因としては、営業収益である市町村からの負担
⾦収⼊に係る⼤阪府流域下⽔道の制度と会計処理にあります。

経営成績の状況 ＜補足１＞

支出に対応して利⽤者（関連市町村）の負担額が決
まります。年度中は予算上の⽀出額に応じて徴収します。

決算の結果、支出にあたらなかった市町村からの負担⾦
等は、翌年度に精算（返納）しています。

精算額は毎年変動し、当年度の収⼊、翌年度の⽀出と
なるため、両年度の経営成績に、以下の様に影響します。

余剰となった負担⾦ 減（R2に収入）

精算による支出 増（R1収入の精算）

収益 減

＝
流域下水道の負担⾦制度(実費精算方式)

収入 支出

翌年度に市町村等へ精算

費用 増

令和２年度の状況

→ 余剰の発生から精算までの期間のズレが会計処理
に反映されたもの
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流域下⽔道事業では、まず処理場等の施設を整備し、維持管理を⾏いながら下⽔処理を
⾏います。耐⽤年数を超過すると施設を更新していきます。
公営企業として事業継続するには、これら経費を利⽤者に負担していただく必要があります。

経営成績の状況 ＜補足２＞

施設の整備 下⽔の処理・
施設の維持管理

など
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更新(再整備)

薬品費 電⼒代

修繕費

工事請負費

委託料

工事請負費

委託料



整備費は⼀時の経費ですが、⼀度借⾦とすることで維持管理費と併せて「使⽤料」をもって
利⽤者から回収し、次の更新に備えています。（⾼速道路事業の例）

経営成績の状況 ＜補足２＞

高速道路の
整備

⾼速道路の
維持管理
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高速道路会社で
負担

⾼速道路会社の
借⾦等

⾼速道路機構で
返済負担

⾼速道路の「使⽤料」
として利⽤者から回収

⾼速道路の
更新



⼀⽅、⼤阪府の流域下⽔道事業では、下⽔の処理や施設の維持管理については回収して
いるものの、施設整備費の「使⽤料」としての回収は不⼗分でした。

他の都道府県では、広く国基準に基づいて負担されていることから、⼤阪府においても令和
７年度以降、段階的に回収を⾒直すこととしています。

経営成績の状況 ＜補足２＞
9

府・市の負担府・市の借⾦ 府・市の借⾦

施設の整備 下水の処理・
施設の維持管理 施設の更新

回収一部のみ回収 一部のみ回収⾒直し ⾒直し



大阪府は他府県に比べ早期に事業着手（昭和
40年）しており、残存価額は低くなる傾向
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取得価額 残存価額

単位︓百万円

※残存価額＝取得価額から減価償却累計額（過去からの資産価値の⽬減り）を控除した額

固定資産の状況 10

有形固定資産減価償却率は50％を超過
（平均すれば耐⽤年数の半分以上を経過）

背 景▲59.8％

資産把握の結果、施設の種類による状況の違い
もあり（補足１参照）

＝有形固定資産
減価償却率

▲58.7％
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建物 構築物 機械及び装置 ⾞両及び運搬具 工具器具及び備品 リース資産

固定資産の分類（令和3年3月31日時点）

取得価額 残存価額

耐⽤年数
概ね50年

耐⽤年数
概ね10〜20年

単位︓百万円

有形固定資産減価償却率≒77.6％
＝耐⽤年経過済の資産が多い状況

有形固定資産減価償却率≒46.7％
＝耐⽤年数を経過しない資産が多い状況

固定資産の状況 ＜補足１＞

更新が必要な資産が多い

更新時期はしばらく先
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劣化状況等をもとに、⻑寿命化
対策を講じるため、残存価額は
更に低くなる


